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平成30年1月31日 

大潟村長  髙橋 浩人 様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大潟村審議会                          

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会長  大内 一弘

第２期大潟村総合村づくり計画の策定について
（答申）

　平成29年2月27日に諮問のあった「第２期大潟村総合村づくり

計画」の策定について、慎重に審議を重ねた結果、別冊「第２期大

潟村総合村づくり計画」のとおり答申します。

　なお、計画の推進にあたっては、本村の更なる発展をめざし、将来

像である「住み継がれる元気な大潟村」実現のため、具体的な方策

を講じ、村民との協働で着実な推進が図られるよう要望します。

1  答申書
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(委員)

第5条　委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2　委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3　委員が任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものと

　みなす。

4　委員は非常勤とする。

5　委員は、当該諮問に係る審議を終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条　審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、委員が新た

　に任命された後、最初に招集すべき審議会の会議は村長が招集する。

2　審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

　るところによる。

(庶務)

第7条　審議会の庶務は、総務企画課において処理する。

(委任規定)

第8条　この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に

　定める。

　    附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　    附　則(平成15年3月24日条例第7号)

　この条例は、公布の日から施行する。

昭和60年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条　この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定

　に基づき、大潟村審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目

　的とする。

(設置)

第2条　村長の諮問に応じ、基本構想の調整、その他その実施に関し必要な調査

　及び審議を行わせるため、大潟村審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条　審議会は、委員70人以内で組織する。

2　審議会に、その所掌事項に係る専門的事項を分掌させるために、部会を置く

　ことができる。

3　委員は次の各号に掲げる者のうちから、村長が任命する。

　(1)　村の公共的機関団体から推薦された者

　(2)　学識経験を有する者

　(3)　公募により応募した村民

4　審議会に、学識経験を有するアドバイザーを置くことができる。アドバイザー

　は村長が委嘱する。

(会長)

第4条　審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3　会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名

　する委員がその職務を代理する。

2  大 潟 村 審 議 会 条 例
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委員氏名

森本 哲哉

大島 和夫

細川 忠通

工藤 貞夫

土田 章悟

小玉 公彦

鈴木 英毅

土田 崇裕

小澤 睦

畑澤 千景

長谷川 朋欣

鈴木 みどり

三浦 修

小林 信之

菅生 金作

池田 昌弘

菅原 恒紀

鈴木 学

佐々木 宏

三浦 伸洋

栄田 幸悦

三浦 勝

櫻木 義忠

川村 憲孝

山本 嘉子

栢森 慶子

大島 翔平

小野 未来

所属先等

大潟村教育委員会　

大潟村農業委員会 会長

大潟村農業協同組合 専務理事

大潟土地改良区 理事

大潟村社会福祉協議会 会長

㈱大潟村カントリーエレベーター公社 代表取締役社長

大潟村自治会長連絡協議会 会長　

大潟村自治会長連絡協議会 会長　

大潟幼稚園 園長

大潟小学校 校長

大潟中学校 校長

大潟村民生児童委員協議会

大潟村消防団 副団長

大潟村交通指導隊 副隊長

安全安心ネットワーク委員会 会長

大潟村情報発信者

大潟村商工振興会 会長

大潟村特別養護老人ホームひだまり苑 施設長

大潟村認定農業者連絡協議会 副会長

大潟村農業近代化ゼミナール 会長

大潟村農協青年部 部長

大潟村身体障がい者協会 理事

大潟村老人クラブ連合会 会長

大潟村耕心会 会長

大潟村婦人会 会長

大潟村婦人会 部長

大潟村青年会　

大潟村青年会

役職名

職務代理

備考

※ 1

※ 2

委員氏名

花塚 香菜子

後藤 美鈴

三浦 早苗

中山 郁恵

佐藤 友能

三浦 久樹

福田 和之

藤井 真

藤井 真

高木 茂之

佐藤 正之

馬場 晶寛

五十嵐 敏夫

森田 勝利

芹田 省一

大内 一弘

今野 茂樹

金子 拓

角田 伸一

白戸 直美

斉藤 幸子

小日山 宏美

髙橋 愛子

所属先等

大潟村フレッシュミズ

大潟村フレッシュミズ

大潟村フレッシュミズ

大潟村フレッシュミズ

大潟村ＰＴＡ連絡協議会 会長

大潟村ＰＴＡ連絡協議会 副会長

大潟村ＰＴＡ連絡協議会 会長

大潟村ＰＴＡ連絡協議会 副会長

大潟村子ども会育成連絡協議会 会長

大潟村スポーツ推進委員 副委員長

大潟村体育協会 会長

大潟村スポーツ少年団

大潟村芸術文化協会 副会長

ボランティア団体連絡協議会 幹事

大潟村国際交流協会　

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

役職名

会長

備考

※ 1

※ 1

※ 2

※ 2

※ 1

※ 1

※ 2

※ 2

※1 H28年度
※2 H29年度

3  大 潟 村 審 議 会 委 員名簿



参
考
資
料

委員氏名

森本 哲哉

大島 和夫

細川 忠通

工藤 貞夫

土田 章悟

小玉 公彦

鈴木 英毅

土田 崇裕

小澤 睦

畑澤 千景

長谷川 朋欣

鈴木 みどり

三浦 修

小林 信之

菅生 金作

池田 昌弘

菅原 恒紀

鈴木 学

佐々木 宏

三浦 伸洋

栄田 幸悦

三浦 勝

櫻木 義忠

川村 憲孝

山本 嘉子

栢森 慶子

大島 翔平

小野 未来

所属先等

大潟村教育委員会　

大潟村農業委員会 会長

大潟村農業協同組合 専務理事

大潟土地改良区 理事

大潟村社会福祉協議会 会長

㈱大潟村カントリーエレベーター公社 代表取締役社長

大潟村自治会長連絡協議会 会長　

大潟村自治会長連絡協議会 会長　

大潟幼稚園 園長

大潟小学校 校長

大潟中学校 校長

大潟村民生児童委員協議会

大潟村消防団 副団長

大潟村交通指導隊 副隊長

安全安心ネットワーク委員会 会長

大潟村情報発信者

大潟村商工振興会 会長

大潟村特別養護老人ホームひだまり苑 施設長

大潟村認定農業者連絡協議会 副会長

大潟村農業近代化ゼミナール 会長

大潟村農協青年部 部長

大潟村身体障がい者協会 理事

大潟村老人クラブ連合会 会長

大潟村耕心会 会長

大潟村婦人会 会長

大潟村婦人会 部長

大潟村青年会　

大潟村青年会

役職名

職務代理

備考

※ 1

※ 2

委員氏名

花塚 香菜子

後藤 美鈴

三浦 早苗

中山 郁恵

佐藤 友能

三浦 久樹

福田 和之

藤井 真

藤井 真

高木 茂之

佐藤 正之

馬場 晶寛

五十嵐 敏夫

森田 勝利

芹田 省一

大内 一弘

今野 茂樹

金子 拓

角田 伸一

白戸 直美

斉藤 幸子

小日山 宏美

髙橋 愛子

所属先等

大潟村フレッシュミズ

大潟村フレッシュミズ

大潟村フレッシュミズ

大潟村フレッシュミズ

大潟村ＰＴＡ連絡協議会 会長

大潟村ＰＴＡ連絡協議会 副会長

大潟村ＰＴＡ連絡協議会 会長

大潟村ＰＴＡ連絡協議会 副会長

大潟村子ども会育成連絡協議会 会長

大潟村スポーツ推進委員 副委員長

大潟村体育協会 会長

大潟村スポーツ少年団

大潟村芸術文化協会 副会長

ボランティア団体連絡協議会 幹事

大潟村国際交流協会　

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

役職名

会長

備考

※ 1

※ 1

※ 2

※ 2

※ 1

※ 1

※ 2

※ 2

※1 H28年度
※2 H29年度

3  大 潟 村 審 議 会 委 員名簿



参
考
資
料

氏名

01.畠山 政雄

02.森本 好昭

03.中山 美恵子

04.森田 勝利

05.三浦 早苗

06.中山 郁恵

07.杉森 恭子

08.松崎 弘郁

09.田中 里江

10.下間 文夫

11.櫻木 義忠

12.山田 照雄

13.平間 和子

14.伊藤 尚子

15.鈴木 富士子

16.齊藤 美智子

17.山本 嘉子

18.栢森 慶子

19.工藤 賢一

20.澤田石 生久男

21.川村 憲孝

22.菅生 金作

23.齊藤 金昭

24.小坂 誠

25.髙橋 英樹

26.谷 隆之

27.小野 学

28.大畑 和子

29.大内 一弘

30.松岡 正樹

備考（団体名等）

大潟村ボランティア
団体連絡協議会

大潟村フレッシュミズ

大潟村
シルバー人材センター

大潟村
老人クラブ連合会

大潟村婦人会

大潟村耕心会

大潟村安全安心
ネットワーク委員会

大潟村認定農業者
連絡協議会

大潟村芸術文化協会

東３-４自治会

31.三浦 伸洋

32.尾崎 正春

33.谷 真誠

34.戸嶋 宏輝

35.竹本 健治

36.今野 芳昭

37.田口 雄大

38.本庄 渉

39.内金﨑 太己

40.大島 翔平

41.吉原 忍

42.合田 正樹

43.三村 敏子

44.斉藤 幸子

45.角田 伸一

46.松橋 拓郎

大潟村
農業近代化ゼミナール

大潟村青年会

公募

村民ヒアリングの目的・方法

　今後「まちの担い手」として期待される農家、各種団体、学生など、今後の取り組

みに対して参画が期待できる団体、個人にヒアリングを実施し、各主体の思いや

ニーズを把握した。

5  村民ヒアリング

質問項目

1.基本情報

2.大潟村の魅力

3.大潟村の課題

4.大潟村が今後どのようになったらいいか

5.ご自身が今後やってみたい活動は

6.面白い活動をされている団体や人の紹介

ヒアリング概要

日　時：

会　場：大潟村役場ほか

対象者 ：大潟村にお住いの方、活動されている方

質問者 ：株式会社studio-L

オブザーバー：伊東氏（大潟村職員）

実施方法：質問者による対面式のインタビュー形式、

　　　　　及びディスカッション形式

平成29年1月29日（日）

平成29年1月30日（月）

平成29年2月1日（水）

平成29年2月2日（木）

平成29年2月26日（日）

平成29年2月27日（月）

平成29年3月 2日（木）

住民3名

住民2名、団体１つ（3名）

住民2名

住民5名

住民2名

住民2名、団体１つ（2名）、大学（2名）

団体１つ（3名）

4  おおがたむら未 来 会 議 ※参 加 者 名簿

※おおがたむら未来会議（村民ワークショップ）
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24.小坂 誠

25.髙橋 英樹

26.谷 隆之

27.小野 学

28.大畑 和子

29.大内 一弘

30.松岡 正樹

備考（団体名等）

大潟村ボランティア
団体連絡協議会

大潟村フレッシュミズ

大潟村
シルバー人材センター

大潟村
老人クラブ連合会

大潟村婦人会

大潟村耕心会

大潟村安全安心
ネットワーク委員会

大潟村認定農業者
連絡協議会

大潟村芸術文化協会

東３-４自治会

31.三浦 伸洋

32.尾崎 正春

33.谷 真誠

34.戸嶋 宏輝

35.竹本 健治

36.今野 芳昭

37.田口 雄大

38.本庄 渉

39.内金﨑 太己

40.大島 翔平

41.吉原 忍

42.合田 正樹

43.三村 敏子

44.斉藤 幸子

45.角田 伸一

46.松橋 拓郎

大潟村
農業近代化ゼミナール

大潟村青年会

公募

村民ヒアリングの目的・方法

　今後「まちの担い手」として期待される農家、各種団体、学生など、今後の取り組

みに対して参画が期待できる団体、個人にヒアリングを実施し、各主体の思いや

ニーズを把握した。

5  村民ヒアリング

質問項目

1.基本情報

2.大潟村の魅力

3.大潟村の課題

4.大潟村が今後どのようになったらいいか

5.ご自身が今後やってみたい活動は

6.面白い活動をされている団体や人の紹介

ヒアリング概要

日　時：

会　場：大潟村役場ほか

対象者 ：大潟村にお住いの方、活動されている方

質問者 ：株式会社studio-L

オブザーバー：伊東氏（大潟村職員）

実施方法：質問者による対面式のインタビュー形式、

　　　　　及びディスカッション形式

平成29年1月29日（日）

平成29年1月30日（月）

平成29年2月1日（水）

平成29年2月2日（木）

平成29年2月26日（日）

平成29年2月27日（月）

平成29年3月 2日（木）

住民3名

住民2名、団体１つ（3名）

住民2名

住民5名

住民2名

住民2名、団体１つ（2名）、大学（2名）

団体１つ（3名）

4  おおがたむら未 来 会 議 ※参 加 者 名簿

※おおがたむら未来会議（村民ワークショップ）
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【構 成】

第3条　策定庁内チームは、各課等から村長が指名した職員で構成する。

2　策定庁内チームには、必要に応じて村内関係団体から委員として入れることができる。

3　策定庁内チームに座長、副座長を置く。

4　座長は副村長とし、総務企画課長を副座長とする。

5　村づくり計画及び行財政改革策定をするに当たり、施策の内容に応じそれぞれの分野

　において、必要に応じて村内の関係団体等との協議をすることができる。

【部 会】

第4条　行財政改革の策定に関する具体的な事項について検討協議を行うため、策定庁内チー

　ム内に部会を置く。

　2　部会は、「組織・補助金・施設」の3部会とし、部会長及び副部会長を置き、構成

　員の互選により定める。

　3　部会は、必要に応じて部会長が招集し、その結果を策定庁内チームに報告する。

【会 議】

第5条　策定庁内チームの会議は、座長が招集し、その議事進行を務める。

【事務局】

第6条　事務局は総務企画課 企画財政班とする。

【その他】

第7条　その他必要な事項については、策定庁内チームで協議する。

　　  附　則

　この要項は平成29年4月12日から施行する。

村づくり計画及び行財政改革大綱策定に伴う
村づくり計画策定庁内チーム設置要項

【目 的】

第1条　第2期大潟村総合村づくり計画(仮称)(以下「村づくり計画」という。)及び

　第3次大潟村行財政改革大綱(以下「行財政改革」という。)策定にあたり、現行計画

　の現状分析・課題等について、また、効率的な行財政運営の推進のための見直しを検討

　する必要があります。両者は関連性・連動性があることから一体的に取り組むことが合

　理的であり、計画の策定に関し必要な調査及び協議をするとともに、庁内の合意形成と

　大潟村コミュニティ創生戦略との計画相互の整合性を図り、計画の素案を作成するため

　「村づくり計画策定庁内チーム」(以下「策定庁内チーム」という。)を設置する。

【検討事項】

第2条　策定庁内チームは、次の事項において調査・検討を行い素案作成を行う。

    ( 1 ) 第2期大潟村総合村づくり計画(仮称)

　　　1 )　大潟村総合村づくり計画後期基本計画の事業評価・検証

　　　2 )　現行施策における現状・課題の把握と分析

　　　3 )　事業施策における内容の検討

    ( 2 ) 第3次大潟村行財政改革大綱

　　　1 )　業務改善の見直し

　　　2 )　補助金・委託料の見直し

　　　3 )　組織構築の見直し

　　　4 )　職員の適性化と人材育成

　　　5 )　使用料・施設利用料等の見直し

　　　6 )　公共施設の利用拡大と適正管理

　　　7 )　村有財産の有効活用の推進

　　　8 )　行政経費の見直し

6  村づくり計 画策 定 庁内チーム設 置 要 綱
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庁内チーム構成員名簿

所属

総務企画課

総務企画課

総務企画課

総務企画課

税務会計課

税務会計課

住民生活課

住民生活課

住民生活課

住民生活課

産業建設課

産業建設課

産業建設課

環境エネルギー室

教育委員会

教育委員会

教育委員会

教育委員会

事務局

事務局

事務局

事務局

役職

副村長

課長

課長補佐

主査

主査

課長補佐

主査

課長

主査

主査

主任

課長補佐

課長補佐

主査

主事

主席次長補佐

次長補佐

保育士

主任教諭

課長補佐

主任

主任

主事

備考

（座長）

（副座長）

総務広報班 班長

総務広報班

企画財政班

税務班 班長

会計管財班

住民保健班

保健センター

住民福祉班

産業振興班 班長

産業振興班　

建設上下水道班

環境エネルギー班

生涯学習班 班長

学校教育班 班長

保育園

幼稚園

企画財政班 班長

企画財政班　

総務広報班

企画財政班　

氏名

工藤 敏行

加藤 光行

谷 博太

小野 朋也

進藤 智哉

近藤 綾子

工藤 修功

加島 薫

吉田 敦

遠藤 有子

宮田 文美

薄井 伯征

澤井 公子

小林 豊

畠山 友伴

床田 昭人

後藤 克司

佐藤 純子

庄司 真紀子

伊東 寛

渡辺 祥達

池田 龍成

伊藤 智子

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

10月

11月8日

1月16日～2月2日

1月29日～3月2日

2月27日

4月17日

4月24日

5月16日

5月30日

6月22日

6月27日

7月4日

7月25日

7月29日

8月18日

10月10日

10月20日

11月13日

11月20日

計画方針について協議

第2期大潟村総合村づくり計画策定に伴う支援機関として、

（株）studio-Lと策定業務委託契約締結

スケジュール、庁内及び村民ヒアリング準備

現行の事業実施における庁内ヒアリング

村民ヒアリング

第1回大潟村審議会

会長選出、組織体制、策定スケジュールについて

第1回村づくり計画策定庁内チーム会議

策定庁内チームの設置、今後のスケジュール、職員研修について

職員研修（キックオフ）

長野県白馬村ほか2自治体職員と計画策定に伴う意見交換

第1回職員研修

計画策定の意識確認、村民ワークショップでのファシリテーション演習

第2回職員研修

村民ワークショップでのファシリテーション演習

第3回職員研修

村民ワークショップでのファシリテーション演習

第1回おおがたむら未来会議（村民ワークショップ）

第4回職員研修 村民ワークショップ振り返り

第2回おおがたむら未来会議（村民ワークショップ）

大潟村応援大使等との意見交換会

第3回おおがたむら未来会議（村民ワークショップ）

第4回おおがたむら未来会議（村民ワークショップ）

第2回村づくり計画策定庁内チーム会議

実施事業における意見交換

第3回村づくり計画策定庁内チーム会議

村づくり計画基本構想の概要について

第2回大潟村審議会

基本構想（案）について

平成
28年

平成
29年

7  策 定までの 経 緯
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0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

計

平成
30年

147

148

154

188

209

198

164

120

163

210

212

177

150

191

238

208

166

157

3,200

平成
31年

148

147

151

180

211

198

181

116

148

206

216

185

149

169

240

209

172

168

3,194

平成
32年

149

147

149

171

214

199

197

111

133

202

220

193

147

147

243

210

178

178

3,188

平成
33年

151

148

148

167

207

201

197

128

128

188

216

196

155

146

225

212

179

187

3,179

平成
34年

153

148

148

164

196

204

198

150

124

174

212

197

166

145

201

213

179

197

3,169

平成
35年

155

149

147

160

190

207

199

170

117

160

208

203

170

144

180

215

180

206

3,160

平成
36年

157

149

146

156

180

209

199

176

115

145

204

211

179

143

161

222

182

216

3,150

平成
37年

160

150

146

153

171

212

200

194

110

131

200

215

186

141

140

225

182

225

3,141

(平成29年12月１日 大潟村調べ）

12月1日

12月11日

12月19日

12月20日

1月19日

　　     

1月31日

2月21日

3月6日

平成
29年

平成
30年

第4回村づくり計画策定庁内チーム会議

村づくり計画の原案について

第5回村づくり計画策定庁内チーム会議

村づくり計画の基本構想について

第3回大潟村審議会（分科会）

「農業・環境」、「福祉・保健・医療」「子育て・教育・コミュニティ」の

3分野に分かれて実施

議員へ素案説明

第4回大潟村審議会

村づくり計画原案について

第2期大潟村総合村づくり計画（案）を村長に答申

大潟村議会議員への説明会

大潟村議会定例会

8  大 潟 村人口 推 計
（単位：人）



参
考
資
料

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

計

平成
30年

147

148

154

188

209

198

164

120

163

210

212

177

150

191

238

208

166

157

3,200

平成
31年

148

147

151

180

211

198

181

116

148

206

216

185

149

169

240

209

172

168

3,194

平成
32年

149

147

149

171

214

199

197

111

133

202

220

193

147

147

243

210

178

178

3,188

平成
33年

151

148

148

167

207

201

197

128

128

188

216

196

155

146

225

212

179

187

3,179

平成
34年

153

148

148

164

196

204

198

150

124

174

212

197

166

145

201

213

179

197

3,169

平成
35年

155

149

147

160

190

207

199

170

117

160

208

203

170

144

180

215

180

206

3,160

平成
36年

157

149

146

156

180

209

199

176

115

145

204

211

179

143

161

222

182

216

3,150

平成
37年

160

150

146

153

171

212

200

194

110

131

200

215

186

141

140

225

182

225

3,141

(平成29年12月１日 大潟村調べ）

12月1日

12月11日

12月19日

12月20日

1月19日

　　     

1月31日

2月21日

3月6日

平成
29年

平成
30年

第4回村づくり計画策定庁内チーム会議

村づくり計画の原案について

第5回村づくり計画策定庁内チーム会議

村づくり計画の基本構想について

第3回大潟村審議会（分科会）

「農業・環境」、「福祉・保健・医療」「子育て・教育・コミュニティ」の

3分野に分かれて実施

議員へ素案説明

第4回大潟村審議会

村づくり計画原案について

第2期大潟村総合村づくり計画（案）を村長に答申

大潟村議会議員への説明会

大潟村議会定例会

8  大 潟 村人口 推 計
（単位：人）



参
考
資
料

項　　　　 目

村税

その他交付金等

地方交付税

国県支出金

使用料等

繰入金(基金)

その他(繰越金等)

村債

　臨財債

　市町村振興

　公共事業等債

　学校教育等

　その他

歳入計(A)

人件費

扶助費

公債費

　うち繰上償還

物件・補修費

補助費等

積立金

繰出金

投資的経費

その他(予備費)

歳出計(B)

H28
決算

7.2

1.7

13.4

5.5

0.6

1.3

3.2

1.7

1.1

0.3

0.1

0.0

0.2

34.6

6.3

1.5

4.3

1.1

6.8

8.9

1.9

1.8

1.6

33.1

1.5

H29
決算見込

7.3

1.8

12.9

4.7

0.7

1.6

3.0

7.3

1.0

1.0

0.1

5.0

0.2

39.3

6.6

1.6

3.4

0.0

7.2

7.0

1.8

1.9

8.9

38.4

0.9

H30

7.3

1.7

12.2

3.6

0.7

4.0

2.0

2.9

1.3

1.0

0.1

0.1

0.4

34.4

6.5

1.6

5.4

2.0

7.2

7.0

0.1

1.6

4.9

0.1

34.4

0.0

H31

7.3

1.7

12.7

3.5

0.7

1.0

2.0

2.4

1.0

1.0

0.2

0.0

0.2

31.3

6.5

1.6

4.0

0.0

7.2

7.0

0.1

1.8

3.0

0.1

31.3

0.0

H32

7.3

1.7

12.7

3.5

0.7

1.0

2.0

2.4

1.0

1.0

0.2

0.0

0.2

31.3

6.5

1.6

4.0

0.0

7.2

7.0

0.1

1.8

3.0

0.1

31.3

0.0

H33

7.3

1.7

12.7

3.5

0.7

1.0

2.0

2.4

1.0

1.0

0.2

0.0

0.2

31.3

6.5

1.6

4.0

0.0

7.2

7.0

0.1

1.8

3.0

0.1

31.3

0.0

H34

7.2

1.7

12.5

3.3

0.7

1.0

2.0

2.4

1.0

1.0

0.2

0.0

0.2

30.8

6.5

1.6

4.0

0.0

7.2

6.5

0.1

1.8

3.0

0.1

30.8

0.0

H35

7.2

1.7

12.5

3.3

0.7

1.0

2.0

2.4

1.0

1.0

0.2

0.0

0.2

30.8

6.5

1.6

4.0

0.0

7.2

6.5

0.1

1.8

3.0

0.1

30.8

0.0

H36

7.2

1.7

12.5

3.3

0.7

1.0

2.0

2.4

1.0

1.0

0.2

0.0

0.2

30.8

6.5

1.6

4.0

0.0

7.2

6.5

0.1

1.8

3.0

0.1

30.8

0.0

H37

7.2

1.7

12.5

3.3

0.7

1.0

2.0

2.4

1.0

1.0

0.2

0.0

0.2

30.8

6.5

1.6

4.0

0.0

7.2

6.5

0.1

1.8

3.0

0.1

30.8

0.0

歳

　
　
　
　入

歳

　
　
　
　出

歳入歳出差引額(A)-(B)

基

　
　金

積立額

取崩額

残高

192

128

1,012

180

160

1,032

217

373

876

217

200

893

217

200

910

217

200

927

217

200

944

217

200

961

217

200

961

217

200

978

（単位：億円）

10 財 政 計 画

①公営住宅料：階層家賃の収入月額を158,000円～487,001円に設定。

②水道料：メーター料金含む金額

③下水道料：メーター料金含む金額

④幼・保育料：教材費等は除く。

⑤保・保育料：階層区分を国の第8階層に設定。

⑥介護保険料：平成30年度基準月額。

⑦各区分指数：大潟村を100とした場合の値

区　　　　 分

料金

指数

料金

指数

料金

指数

料金

指数

料金

指数

料金

指数

2,872

67

3,687

86

3,888

91

5,184

121

3,080

72

4,291

100

上水道料

男鹿市

潟上市

五城目町

八郎潟町

井川町

大潟村

保・保育料

20立米/月

(平成30年1月 大潟村調べ）

（単位：円）

9  行政 サービス比 較

周辺市町村との行政サービス負担比較

3,240

69

3,024

64

2,376

51

3,240

69

3,080

66

4,692

100

下水道料

14,900

116

5,500

43

10,000

78

4,500

35

7,200

56

12,850

100

幼・保育料

月額

52,900

102

51,000

98

52,000

100

52,000

100

94,200

181

52,000

100

３歳未満 

33,300

66

35,000

69

30,000

59

50,500

100

46,800

93

50,500

100

３歳児

5,980

130

5,850

127

5,940

129

5,220

113

5,760

125

4,600

100

介護保険料

（基準月額）

38,500

117

41,500

126

29,500

89

43,300

131

30,700

93

33,000

100

公営住宅料

木造・約72㎡



参
考
資
料

項　　　　 目

村税

その他交付金等

地方交付税

国県支出金

使用料等

繰入金(基金)

その他(繰越金等)

村債

　臨財債

　市町村振興

　公共事業等債

　学校教育等

　その他

歳入計(A)

人件費

扶助費

公債費

　うち繰上償還

物件・補修費

補助費等

積立金

繰出金

投資的経費

その他(予備費)

歳出計(B)

H28
決算

7.2

1.7

13.4

5.5

0.6

1.3

3.2

1.7

1.1

0.3

0.1

0.0

0.2

34.6

6.3

1.5

4.3

1.1

6.8

8.9

1.9

1.8

1.6

33.1

1.5

H29
決算見込

7.3

1.8

12.9

4.7

0.7

1.6

3.0

7.3

1.0

1.0

0.1

5.0

0.2

39.3

6.6

1.6

3.4

0.0

7.2

7.0

1.8

1.9

8.9

38.4

0.9

H30

7.3

1.7

12.2

3.6

0.7

4.0

2.0

2.9

1.3

1.0

0.1

0.1

0.4

34.4

6.5

1.6

5.4

2.0

7.2

7.0

0.1

1.6

4.9

0.1

34.4

0.0

H31

7.3

1.7

12.7

3.5

0.7

1.0

2.0

2.4

1.0

1.0

0.2

0.0

0.2

31.3

6.5

1.6

4.0

0.0

7.2

7.0

0.1

1.8

3.0

0.1

31.3

0.0

H32

7.3

1.7

12.7

3.5

0.7

1.0

2.0

2.4

1.0

1.0

0.2

0.0

0.2

31.3

6.5

1.6

4.0

0.0

7.2

7.0

0.1

1.8

3.0

0.1

31.3

0.0

H33

7.3

1.7

12.7

3.5

0.7

1.0

2.0

2.4

1.0

1.0

0.2

0.0

0.2

31.3

6.5

1.6

4.0

0.0

7.2

7.0

0.1

1.8

3.0

0.1

31.3

0.0

H34

7.2

1.7

12.5

3.3

0.7

1.0

2.0

2.4

1.0

1.0

0.2

0.0

0.2

30.8

6.5

1.6

4.0

0.0

7.2

6.5

0.1

1.8

3.0

0.1

30.8

0.0

H35

7.2

1.7

12.5

3.3

0.7

1.0

2.0

2.4

1.0

1.0

0.2

0.0

0.2

30.8

6.5

1.6

4.0

0.0

7.2

6.5

0.1

1.8

3.0

0.1

30.8

0.0

H36

7.2

1.7

12.5

3.3

0.7

1.0

2.0

2.4

1.0

1.0

0.2

0.0

0.2

30.8

6.5

1.6

4.0

0.0

7.2

6.5

0.1

1.8

3.0

0.1

30.8

0.0

H37

7.2

1.7

12.5

3.3

0.7

1.0

2.0

2.4

1.0

1.0

0.2

0.0

0.2

30.8

6.5

1.6

4.0

0.0

7.2

6.5

0.1

1.8

3.0

0.1

30.8

0.0

歳

　
　
　
　入

歳

　
　
　
　出

歳入歳出差引額(A)-(B)

基

　
　金

積立額

取崩額

残高

192

128

1,012

180

160

1,032

217

373

876

217

200

893

217

200

910

217

200

927

217

200

944

217

200

961

217

200

961

217

200

978

（単位：億円）

10 財 政 計 画

①公営住宅料：階層家賃の収入月額を158,000円～487,001円に設定。

②水道料：メーター料金含む金額

③下水道料：メーター料金含む金額

④幼・保育料：教材費等は除く。

⑤保・保育料：階層区分を国の第8階層に設定。

⑥介護保険料：平成30年度基準月額。

⑦各区分指数：大潟村を100とした場合の値

区　　　　 分

料金

指数

料金

指数

料金

指数

料金

指数

料金

指数

料金

指数

2,872

67

3,687

86

3,888

91

5,184

121

3,080

72

4,291

100

上水道料

男鹿市

潟上市

五城目町

八郎潟町

井川町

大潟村

保・保育料

20立米/月

(平成30年1月 大潟村調べ）

（単位：円）

9  行政 サービス比 較

周辺市町村との行政サービス負担比較

3,240

69

3,024

64

2,376

51

3,240

69

3,080

66

4,692

100

下水道料

14,900

116

5,500

43

10,000

78

4,500

35

7,200

56

12,850

100

幼・保育料

月額

52,900

102

51,000

98

52,000

100

52,000

100

94,200

181

52,000

100

３歳未満 

33,300

66

35,000

69

30,000

59

50,500

100

46,800

93

50,500

100

３歳児

5,980

130

5,850

127

5,940

129

5,220

113

5,760

125

4,600

100

介護保険料

（基準月額）

38,500

117

41,500

126

29,500

89

43,300

131

30,700

93

33,000

100

公営住宅料

木造・約72㎡



村税決算額の推移（国民健康保険税を除く）
（単位：千円）

平成16年

410,144

394,002

70,176

874,322

平成17年

138,142

392,082

68,221

598,445

平成18年

199,613

381,706

69,204

650,523

平成19年

228,820

383,795

67,997

680,612

平成20年

245,474

387,525

66,040

699,039

平成21年

289,138

381,473

67,786

738,397

区分

市町村民税

固定資産税

その他の税目

合計

平成22年

315,825

388,538

67,895

772,258

平成23年

214,598

394,656

69,273

678,527

平成24年

288,987

389,030

70,591

748,608

平成25年

323,789

390,008

73,076

786,873

平成26年

267,237

399,327

69,798

736,362

平成27年

223,030

388,380

69,135

680,545

区分

市町村民税

固定資産税

その他の税目

合計

平成28年

269,261

386,306

68,644

724,211

区分

市町村民税

固定資産税

その他の税目

合計

平成
16年

平成
17年

平成
18年

平成
19年

平成
20年

平成
21年

平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
25年

平成
26年

平成
27年

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

その他の税目

（億）

固定資産税 市町村民税

11 総 生 産額と所 得水 準の 推 移

平成19年

7,116

1,701

10,001

3,260

平成20年

7,578

2,802

10,185

3,388

平成21年

6,858

3,075

10,214

2,968

平成22年

4,905

3,809

9,430

2,905

平成23年

6,811

4,403

9,864

3,416

平成24年

7,760

4,564

9,956

4,099

平成25年

7,088

4,588

9,423

3,971

平成26年

5,557

4,033

9,197

3,471

第1次産業
総生産額
第2次産業
総生産額
第3次産業
総生産額

村所得水準

＊総生産額（単位：百万円）  所得水準：住民１人当たりの分配所得額（単位：千円／人）
　秋田県市町村民経済計算年報より

①八郎潟中央干拓地入植農家

経営調査報告書（調査対象農

家：10戸）

②平均耕作面積：畦畔等を除

く作付可能面積

平成13年

27,318

14,278

13,040

15.09

86.4

平成14年

26,954

14,270

12,684

15.30

82.9

平成15年

29,835

15,511

14,324

15.27

93.8

平成16年

20,029

14,719

5,310

15.32

34.7

平成17年

26,086

13,976

12,110

15.21

79.6

平成18年

24,503

14,091

10,412

15.32

68.0

区分

粗収益

経営費

所得

平均耕作面積

10a所得

平成19年

24,294

13,227

11,067

15.21

72.8

平成20年

29,839

15,656

14,183

17.60

80.6

平成21年

33,072

16,113

16,959

18.44

92.0

平成22年

29,372

18,117

11,195

19.60

57.1

平成23年

33,720

19,318

14,402

20.53

70.2

平成24年

36,522

20,179

16,343

20.47

79.8

区分

粗収益

経営費

所得

平均耕作面積

10a所得

平成25年

31,362

18,588

12,774

19.26

66.3

平成26年

31,623

19,158

12,465

19.73

63.2

平成27年

34,396

18,876

15,520

19.80

78.4

区分

粗収益

経営費

所得

平均耕作面積

10a所得

（単位：千円・ha）
12 農 業 経 営の 推 移

（単位：人）

平成18年

1,138,524

平成19年

1,104,655

平成20年

1,055,674

平成21年

1,124,800

平成22年

1,283,220

平成23年

1,085,675

年

観光客数

平成24年

917,981

平成25年

829,246

平成26年

879,106

平成27年

1,015,768

平成28年

1,037,408

平成29年

1,150,988

年

観光客数

(大潟村調べ）

13 観 光 客（ 交 流 人口 ）の 推 移
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村税決算額の推移（国民健康保険税を除く）
（単位：千円）

平成16年

410,144

394,002

70,176

874,322

平成17年

138,142

392,082

68,221

598,445

平成18年

199,613

381,706

69,204

650,523

平成19年

228,820

383,795

67,997

680,612

平成20年

245,474

387,525

66,040

699,039

平成21年

289,138

381,473

67,786

738,397

区分

市町村民税

固定資産税

その他の税目

合計

平成22年

315,825

388,538

67,895

772,258

平成23年

214,598

394,656

69,273

678,527

平成24年

288,987

389,030

70,591

748,608

平成25年

323,789

390,008

73,076

786,873

平成26年

267,237

399,327

69,798

736,362

平成27年

223,030

388,380

69,135

680,545

区分

市町村民税

固定資産税

その他の税目

合計

平成28年

269,261

386,306

68,644

724,211

区分

市町村民税

固定資産税

その他の税目

合計

平成
16年

平成
17年

平成
18年

平成
19年

平成
20年

平成
21年

平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
25年

平成
26年

平成
27年

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

その他の税目

（億）

固定資産税 市町村民税

11 総 生 産額と所 得水 準の 推 移
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14 村民ワークショップニュースレター

参
考
資
料



14 村民ワークショップニュースレター

参
考
資
料



参
考
資
料



参
考
資
料



参
考
資
料



参
考
資
料



参
考
資
料



参
考
資
料



参
考
資
料



参
考
資
料



参
考
資
料



参
考
資
料



参
考
資
料



参
考
資
料



参
考
資
料



参
考
資
料



■発　行  平成30年3月
■発行者  秋田県大潟村

第２期大潟村総合村づくり計画



第
2
期

　大
潟
村
総
合
村
づ
く
り
計
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　秋
田
県
大
潟
村

第2期

大潟村総合村づくり計画

住み
継がれる
元気な
大潟村
-未来の子どもたちのために-

秋田県大潟村
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